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報  告  事  項 
項 目 説          明 

 

１ 在職老齢

年金制度に

おける在職

支給停止基

準額の見直

しについて 

 

在職老齢年金は、給与（賞与を含む）と年金の合計額が支給停止基準額を上

回る場合は、全部または一部が支給停止される。 

支給停止基準額は、厚生年金保険法第46条３項の規定により、名目賃金の

変動に応じて改定され、令和５年度は以下のとおりである。 

 

 改正前 改正後 

支給停止基準額 47万円 48万円 
 

  

 

２ 被扶養者

認定要件の

改正につい

て 

 

地方公務員等共済組合法運用方針の一部改正により、共済制度と健康

保険制度で異なっていた被扶養者として認定する者の所得要件が次の

とおり変更され、令和５年４月１日以降は健康保険制度の所得要件と同

様になった。 

 

【改正前】 

年齢区分 対象者 所得要件 

59歳以下の者 

原則 130万円未満 

障害を事由とする 

公的年金受給者 
180万円未満 

60歳以上 

75歳未満の者 

公的年金受給者 180万円未満 

上記以外 130万円未満 

 

【改正後】 

年齢区分 対象者 所得要件 

59歳以下の者 

原則 130万円未満 

障害を事由とする公的年金の 

受給要件に該当する程度の 

障害を有する者 

180万円未満 

60歳以上 

75歳未満の者 

全員 

（公的年金の受給有無不問） 
180万円未満 
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３ 出産費・

家族出産費

の支給額変

更について 

 

地方公務員等共済組合法施行令等の一部改正により、令和５年４月

１日以降の出産に係る出産費・家族出産費の支給額が、次のとおり引

き上げられた。 

 
令和５年３月31日以前 

の出産 

令和５年４月１日以降の

出産 

産科医療補償制度 

加入機関での出産 
42万円 50万円 

産科医療補償制度 

非加入機関での出産 
40万８千円 48万８千円 

 

  

４ 令和５年

度以降の保

健事業の見

直しについ

て 

 

令和４年度に設置した「支部保健事業検討委員会」から、令和４年11月29

日付けで報告書が提出され、保健事業の今後の方向性について提言が行われ

た。 

 この提言を受けて、以下のとおり令和５年度以降の保健事業の見直しを検

討し、令和５年２月17日に開催された令和４年度第２回運営審議会にて承認

された。 

 

(1) 令和５年度以降の具体的な事業の変更内容 

ア 脳ドック事業：対象年齢の見直し 

 41歳 46歳 51歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 61歳 

令和４年度 

まで 
- ○ ○ この間に１回 - 

令和５年度

から 

○ 

※１ 
○ ○ - 

○ 

※２ 
- - - 

○ 

※３ 

※１ 令和５年度から41歳を追加（脳血管疾患が高まる40歳代の受診機会拡充） 

※２ 令和６年度から56歳に固定（固定化による受診先延ばしの防止） 

※３ 令和６年度から61歳を追加（定年引上げへの対応） 

 

イ 一般事業：スクラップ＆ビルド 

４事業を廃止し、令和５年度から組合員が年齢、性別などにとらわれずに

健康、生きがい、趣味などが幅広く選択できる「ベネフィット・ステーショ

ン」（福利厚生代行サービス）を実施する。 

 

令和４年度をもって廃止  令和５年度新規事業 

教職員元気回復事業 ベネフィット・ステーション事業 

介護講座事業 

 

結婚祝品事業 

出産保育事業 

 

(2) その他 

今後の事業展開においては、「次年度への繰越金」を活用、還元していくこ

ととなるが、支部の安定的な事業運営を図るため、保有資金が「本部の定める

保有資金限度額」の概ね 50％を下回ることが見込まれた場合は、事業の見直

しを検討する。 

  

 

・優待価格での施設利用 

・サービスの提供 

・物品購入等 


